
65歳以上の方の平成24年度の介護保険料が
決定しました。
「介護保険料賦課決定通知書（本徴収）」を
ご確認ください。（7月下旬郵送予定）

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額のこ
とで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※「老齢福祉年金」とは、大正5年4月1日以前に生まれた人などで、ほかの年金を受給できないなど一定の要件を満たす人に支
給される年金です。
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生活保護を受給している

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

あなたが住民税を課税されている

同じ世帯に住民税を納めている人がいる

200万円
以上

老齢福祉年金を
受給している

125万円
以上

200万円
未満

125万円
未満

前年の合計所得金額は？

第8段階 第7段階 第6段階 第5段階 第4段階 第3段階 第2段階 第1段階

前年の合計所得金額
+

課税年金収入額が
80万円以下

前年の合計所得金額
+

課税年金収入額が
80万円以下

いいえ はい

いいえ はい

いいえはい

いいえはい

基準額
×1.5

97,560円

（平成24年度～平成26年度までの年間保険料）

基準額
×1.25

81,300円

基準額
×1.125

73,164円

基準額

65,040円

基準額
×0.85

55,284円

基準額
×0.7

45,528円

基準額
×0.45

29,268円

基準額
×0.45

29,268円

はい

いいえ はい

いいえ

原則として年金から納めます。
年金額等に応じて納め方が異なります。
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